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 関係団体 各位 

 

山口県環境生活部環境政策課 

 

石綿の飛散防止を目的とした建築物等の解体等工事に係る事前調査の

義務化等について 

 

環境保全行政の推進につきましては、平素から御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、解体等工事（建築物等（建築物その他の工作物をいう。以下同じ。）の解体、改

造又は補修作業を伴う建設工事をいう。以下同じ。）に伴う石綿の飛散防止を徹底するた

め、令和２年６月に大気汚染防止法等の一部が改正され、令和３年４月１日から順次施行

されています。 

こうした中、本年４月からは、一定規模以上の解体等工事に係る事前調査結果の都道府

県等への報告義務が施行されたところであり、令和５年１０月には資格者等による事前調

査の実施義務が施行されることとなっています。 

ついては、解体等工事における石綿の飛散防止を徹底するため、貴団体会員及び関係事

業者等に別添チラシの内容を周知していただくよう御協力をお願いします。 

なお、石綿の飛散防止等に関する情報は、環境省等のホームページも御参照ください。 

 

〔参考〕 

 環境省ホームページ 

  〇大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について 

    https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/ 

  〇「建物を壊すときにはどうしたら良いの？」 

    https://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html 

〇事前調査等のチラシ 

https://www.env.go.jp/air/asbestos/kouhou.html 

 厚生労働省ホームページ 

  〇石綿総合情報ポータルサイト 

    https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ 

大気・化学物質環境班 

TEL 083-933-3034 

FAX 083-933-3049 

https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/
https://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html
https://www.env.go.jp/air/asbestos/kouhou.html
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/


建築物等の解体・補修時には石
綿含有建材の調査が必要です

令和４年４月１日から、建築物等の解
体等を行う前に実施する石綿含有建材
の調査結果を都道府県等に報告する必
要があります。
（大気汚染防止法第18条の15第6項）

https://gbiz-id.go.jp

事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結
果報告システムにおいて行います。報告には、
「gBizID」への登録が必要となります。「プライ
ム」「エントリー」どちらの登録でも利用できます。
※「プライム」を取得した場合、一括申請機能を使用できます。

※ 令和４年４月１日以前においても解体、改造、又は補修する
建築物、工作物に、石綿含有建材が使用されているか否かを確
認するための調査（事前調査）を実施する必要があります。

水・大気環境局 大気環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL03-3581-3351（代表）内線6536 FAX03-3580-7173

http：//www.env.go.jp/

https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp

石綿事前調査結果報告システム
（システムは令和４年４月１日までに公開予定です。公開されるまでの間は
石綿事前調査結果報告制度の説明ページに自動転送されます）

※ 事前調査結果の報告は石綿障害予防規則に基づき、所管の労働基準監
督署への報告も必要となります。石綿事前調査結果報告システムでは
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく報告を同時に行うこと
ができます。



上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時に
は事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。

① 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の
対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの

② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、
当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの

③ 工作物※3 を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工
事※1 であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上で
あるもの

※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合にお
いては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費
用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、
請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

※3 対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備（建築物に
設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備
を除く）、焼却設備、煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く）、貯蔵設
備（穀物を貯蔵するための設備を除く）、発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設
備を除く）、変電設備、配電設備、送電設備（ケーブルを含む）、トンネルの天井板、
プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の
壁及び天井板です。（令和２年10月７日 環境省告示第77号）

事前調査結果の報告が必要な工事

建築物の事前調査は必要な知識を有する以下の資格者等※4に依頼
する必要があります。【令和５年10月１日～】※5

①一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）
②特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）

③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）※6

※4 義務付け適用前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録され調査時点において
も同協会に引き続き登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」 として認
められています。

※5 令和5年10月1日までの間も、これらの資格者に調査を依頼することが望まれます。
※6 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことが
できます。

詳細については「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）」を
ご参照ください。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html



建築物（建築設備を含む）の解

体・改修工事を行う際※1は、資

格者等による事前調査※2の実施

が義務付けられます。

資格者等による調査の義務付けは、令和５年10月１日から

施行されます。※事前調査自体は令和５年９月以前でも行う必要があります。

建築物（建築設備を含む）の解体・改修工事を行う事業者

や事前調査を請負う事業者は計画的に資格者の育成を進め

てください。

※1 解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・
修理等の工事も含まれます。

※2 石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の
書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。それでも明らかになら
なかった場合、分析による調査を行うか使用しているものとみなすことになります。

※3 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うこと
ができます。

①特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）

②一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）

③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）
※3

④令和５年９月30日以前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録
され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。

事前調査を行うことができる者

水・大気環境局 大気環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL03-3581-3351（代表）内線6536 FAX03-3580-7173

http：//www.env.go.jp/

建築物等の解体等事業者、事前調査を行う事業者の皆様へ

石綿（アスベスト）関連規制が改正
されました



注意点

 事前調査を適切に実施するため、義務づけ適用以前においても、資格者
等が事前調査を行うことが望ましいです。

 解体等工事を行う建築物が平成18年９月１日以後に設置の工事に着手した
ことが書面により明らかである場合は、資格者等による調査を行う必要
はありません。

 自主施工者である個人が、建築物の改造又は補修の作業であって、排出
され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建
設工事を施工する場合には、資格の有無に係らず自ら事前調査を行うこ
とができます。

講習の詳細や最新の登録講習機関情報は、厚生労
働省のウェブサイトからご確認ください。
※最新の登録状況は各都道府県労働局にお問い合わ
せください

◆（一社）日本環境衛生センター

◆（一社）環境科学対策センター

◆建設業労働災害防止協会

◆（一社）日本石綿講習センター

◆中央労働災害防止協会 東京安全衛生教育センター

◆中央労働災害防止協会 大阪安全衛生教育センター

◆（一社）茨城労働基準協会連合会

◆（一社）三重労働基準協会連合会

◆（公社）石川県労働基準協会連合会

◆（公社）東京労働基準協会連合会

◆（一社）企業環境リスク解決機構

資格を取得するためには、登録講習機関が実施する

講習を受講し修了する必要があります。

種別 講習内容 受講資格

特定調査者
講義（11時間）、実地研修、
筆記試験、口述試験

一般調査者、建築に関して一定以
上の実務経験を有する者、等

一般調査者 講義（11時間）、筆記試験
石綿作業主任者、建築に関して一
定以上の実務経験を有する者、等

一戸建て等
調査者

講義（７時間）、筆記試験 一般調査者と同じ

講習内容

登録講習機関（令和3年7月現在）

☛講習のスケジュールはそれぞれの講習登録機関のウェブサイトを参照してください

◆建設業労働災害防止協会神奈川支部

◆（株）安全教育センター

◆建設業労働災害防止協会 宮城県支部

◆建設業労働災害防止協会 新潟県支部

◆建設業労働災害防止協会 長野県支部

◆建設業労働災害防止協会 愛知県支部

◆建設業労働災害防止協会 千葉県支部

◆（公社）岩手労働基準協会


